
 

男鹿市公告第 ２ 号 

 

 農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１

８条第５項の規定により、農地利用集積等促進計画を令和７年１月３１日

に認可したので、同条第７項の規定に基づき公告する。 

 
 

令和７年１月３１日 

 
 

男鹿市長 菅 原 広 二 

 
 
 

記 

 

 

・促進計画（所有権移転、公社売渡） 別紙 


